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市主催の催し物などは、変更・中止する場合があります。事前に主催者にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認ください。
特別の記載がない場合の市の窓口の受付時間は午前８時３０分〜午後５時です。

分類 名称 日時・場所 対象・定員・申し込み・問い合わせなど

教
育

電子図書館を使ってみよ
う！

d２月２6日㈬午前11時～正午
b中央図書館サテライトカウン
ター前

nスマートフォンやパソコンから楽しめる多摩市電子図書館の便利な使い方
ご自身のスマートフォン・タブレット・パソコン（お持ちの方のみ）B詳細は、図書
館・市公式ホームページ参照。偶数月最終水曜日に開催 1016765m当日直接会場
へi中央図書館☎（373）7955

　暮
ら
し

パネル展「子ど
もからの人権・
平和メッセー
ジ」

d２月２0日㈭～２5日㈫午前10時
～午後８時（最終日は5時まで）
b京王聖蹟桜ヶ丘SC AB館5階
連絡ブリッジギャラリー

｢令和6年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会｣市内参加校代表作
品、｢こどもからの人権メッセージ発表会｣発表作品、｢人権の花｣運動・｢人権教室｣
の成果発表パネル、｢令和6年度多摩市子ども被爆地（広島）派遣事業｣派遣員報告作
文など 1013８6８m当日直接会場へi平和・人権課☎（376）８311・v（339）0491

きて！みて！つながって�
！たまボラ・テラス〜多
摩ボラセンの
ボランティア
見本市〜

d3月7日㈮午後1時～3時30分
b関戸公民館市民ロビー・ギャ
ラリー、多摩ボランティア・市
民活動支援センター活動室（ヴ 
ィータ）

t市内および近隣市在住・在勤・在学者n２4のボランティア団体の活動紹介・体験。
すべての団体を回る団体巡りツアー。ボランティア活動に関する個別相談あり
多摩ボランティア・市民活動支援センター登録団体連絡会B参加団体などの詳細は、
多摩ボランティア・市民活動支援センターホームページ参照m当日直接会場へ
i 多摩ボランティア・市民活動支援センター☎（373）6611・v（373）66２9

d日時・日程・期間　b場所　t対象　c定員　s費用（記載のないものは無料）　n内容　B備考　m申し込み　i問い合わせ
公式ホームページのトップページにある「広報ID検索」に7桁の数字を入力すると関連ページにアクセスできます

d４月～令和８年２月t高校生以上c各15人（応募者
多数の場合は抽選）s２3,000円～3２,000円（全回分）備
考参加者は要会員登録（別途会費3,000円）。申し込み
は１言語につき１講座のみ。応募者が６人以下の場合
は開催なし。詳細は、多摩市国際交流センターURLhttp 
s://www.tic-tama.jp/foreignℓanguage.htmℓ　参照
ID1016747mi主催３月11日㈫までに、電話またはメ
ールで、住所・氏名・電話番号・受講したいクラスを、
多摩市国際交流センター☎（355）２11８・atic@kdn.bi 
gℓobe.ne.jp へ

2025年度多摩市国際交流センター（TIC）外国語クラス参加者募集
講座 曜日・開始時間（各9０分間） 受講レベル

上級英会話Ⅰ 火曜日1０:００〜11:３０ さまざまな話題について話したり聞いたりできる上級英会話Ⅱ 水曜日1３:００〜14:３０
中級英会話Ⅰ 火曜日1３:００〜14:３０

ある程度の話題について話したり聞いたりできる中級英会話Ⅱ 火曜日15:００〜16:３０
中級英会話Ⅲ 水曜日17:００〜18:３０
初級英会話Ⅰ 金曜日1３:３０〜15:００ 自己紹介ができる初級英会話Ⅱ 金曜日15:３０〜17:００
初級中国語 月曜日1３:３０〜15:００ 自己紹介ができる
中級中国語 水曜日1０:００〜11:３０ 簡単な読み・書き・会話ができる
中級ハングル 金曜日1０:００〜11:３０ 文字が読め、日常会話が理解できる
初級フランス語 金曜日17:３０〜19:００ 自己紹介ができる
初級タイ語 水曜日15:００〜16:３０ 文字が少し読め、自己紹介ができる
初級スペイン語 月曜日15:３０〜17:００ 自己紹介ができる

d3月9日㈰午前10時～午後1時bキタカイさんぽ館nスケ
アードストレイト、白バイ・ミニパトカー車両展示・乗車
体験、はしご車乗車体験、隔壁板破壊、まちかど防災訓練
車放水、屋内煙体験、消防服着用体験、ペーパークラフト、
キッチンカーなど持ち物室内用靴備考詳細は、市民活動・
交流センター URLhttps://tama-kitakai.com/ 参照m当日
直接会場へi市民活動・交流センター☎（400）77２3

キタカイさんぽ館防災フェスタ2025
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